
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

44,833,466 29,304,848 24,497,886 25,604,305 24,642,203

-24,859,539 -6,810,515 -2,229,119 -1,886,330

0 0 0 0

19,973,927 22,494,333 22,268,767 23,717,975 24,642,203

18,931,058 21,864,377 21,522,885 23,161,953

94.8% 97.2% 96.7% 97.7%

基準値 目標値

20年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

5,418,272
5,418,272
（割合：
26.8％）

5,757,451
（割合：
26.7％）

5,959,723
（割合：
26.4％）

6,296,687
（割合
26.6%）

集計予定

平成20年
度と比べ
て10%以
上減少

前年度以
下

前年度以
下

前年度以
下

前年度以
下

平成20年
度と比べて
10%以上減
少

測定指標
指標１

メタボリックシンドローム（内蔵
脂肪症候群）の該当者・予備群

の人数

実績値

年度ごとの目標値

執行額（千円、d）

執行率（％、d/(a＋b＋c)）

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等

のうち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（概要・記載箇所）

日本再興戦略 2013年6月14日閣議
決定

糖尿病性腎症患者の人工透析導入を予防する
重症化予防事業等の好事例について、来年度
内に横展開を開始できるよう、本年８月末まで
に検討を進め結論を得た上で、概算要求等に
反映。

施策の背景・枠組み
（根拠法令、政府決定、関

連計画等）

高齢化の進行等により医療費の増大が見込まれる中で、国民皆保険を堅持し続けていくためには、医療費の
適正化を推進していく必要があります。このため、国民の健康と長寿を確保しつつ、医療費の伸びを抑制するた
めに、生活習慣病予防の観点から、内蔵脂肪型肥満に着目した特定健康診査・特定保健指導の実施を医療保
険者に義務付け、中長期的な医療費の適正化を図ることとしています。

【根拠法令・関連計画等】
　・高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
　・医療費適正化に関する施策についての基本的な方針（平成20年告示第149号）
　・特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針（平成20年告示第150
号）
　・高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画（平成20年告示第442号）
等

予算書との関係
・関連税制

本施策は、予算書の以下の項に対応しています。
（項）医療費適正化推進費：特定健康診査・特定保健指導に必要な経費（全部）［平成25年度予算額：
24,627,160千円］
（項）社会保障等復興政策費：特定健康診査・特定保健指導に必要な経費（全部）［平成25年度予算額：15,043
千円］

施策の予算額・執行額等

※　「執行額」欄には、独法
の運営費交付金は含まな

い。

区分 26年度要求額

予算の
状況
（千円）

当初予算（a） 20,901,248

補正予算（b）

繰越し等（c）

合計（a＋b＋c） 20,901,248

施策の概要
本施策は次の事項を柱に実施しています。
○医療保険者における特定健診・特定保健指導を実施すること

モニタリング結果報告書

（厚生労働省24（Ⅰ－９－２））

施策目標名 生活習慣病対策や長期入院の是正等により中長期的な医療費の適正化を図ること（施策目標Ⅰ－９－２）



基準値 目標値

20年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

30.9% 30.9% 31.4% 32.0%
32.7%
（速報値）

集計予定 65%

31.8% 31.8% 36.1% 38.6%
41.1%
（速報値）

集計予定 70%

59.5% 59.5% 65.0% 67.3%
69.7%
（速報値）

集計予定 80%

30.1% 30.1% 31.3% 34.5%
37.4%
（速報値）

集計予定 70%

前年度以
上

前年度以
上

前年度以
上

前年度以
上

-

20年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

14.1% 14.1% 19.5% 19.3%
21.7%
（速報値）

集計予定 45%

国保組合 2.4% 2.4% 5.5% 7.7%
8.7%

（速報値）
集計予定 45%

6.8% 6.8% 12.2% 14.5%
17.1%
(速報値）

集計予定 45%

3.1% 3.1% 7.3% 7.4%
11.3%
（速報値）

集計予定 45%

前年度以
上

前年度以
上

前年度以
上

前年度以
上

45%

20年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

- - - - -

全ての都道
府県医療費
適正化計画
が７月中に
策定されるこ
とを踏まえ、
今後、全国
医療費適正
化計画の策
定予定

全国医療
費適正化
計画の策
定

担当部局名
保険局総務課

医療費適正化対策推
進室

全国健康保険協会

指標３
特定保健指導実施率

市町村国保

健康保険組合

参考・関連資料等

・関係法令（下記検索サイトより検索可能）
　ＵＲＬ：http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/hourei/contents.html

・平成20年度特定検診・特定保健指導の実施状況の結果について（指標1,2,3関係）
　ＵＲＬ：http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03n.html

・平成21年度特定検診・特定保健指導の実施状況の結果について（指標1,2,3関係）
　ＵＲＬ：http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03_h21.html

・平成22年度特定検診・特定保健指導の実施状況の結果について（指標1,2,3関係）
　ＵＲＬ：http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03_h22.html

・平成23年度特定健診・特定保健指導の実施状況（速報値）について（指標1,2,3関係）
　URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info02a_3.pdf

・平成23年度行政事業レビューシート
　ＵＲＬ：http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/h22_gyousei_review_sheet/pdf/0262.pdf

実績値

作成責任者名
保険局総務課医療費
適正化対策推進室長

安藤　公一
政策評価実施時期

全国健康保険協会

年度ごとの目標値

実績値

年度ごとの目標値

指標２
特定健診実施率

市町村国保

国保組合

健康保険組合

平成２５年８月

実績値

指標4
全国医療費適正化計画の策定

作業


